
  
 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ･･･････第 1弾、第 2弾は、いっそ扶養から抜けて社会保険に加入しよう！という制度です ････････････ 
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「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定 早急に開始へ 

････････････････････････････････････････年収の壁の正体とは？･････････････････････････････････････ 

いわゆる「年収の壁」への当面の対応策として、令和５年９月 27日付けで、「年収の壁・支援強化パッ
ケージ」が決定されました。その概要を確認しておきましょう。 
 年末に近づくと、1月からの年収を計算し、「あら、私今年はもう働けないわ」と一足早く年末休暇に 
入らざるを得ないパートさんたちの、働き控えを解消したい！制度です。 

【第 1弾】 「社会保険適用促進手当」は、社保標準報酬算定基礎から除外 月変対象となりません 
  目的：社会保険料控除分、手取りが減少する額を、会社が「社会保険適用促進手当」として支給する事により、

働き控えを防止したい。その手当は社会保険料の算定に入れない措置をとる。 
   １．標準報酬 104,000円以下（月給 107,000円未満）の方が対象 
   ２．算定対象除外となる上限額は、本人負担社会保険料（埼玉例 15,568円） 
 
【第 2弾】 社会保険適用促進手当を支給した事業主に対し、助成金を支給  
  社会保険料の会社負担分は、１５％前後です。 
  ２年間は社会保険料増額相当額を国が補助する制度 

になります。 
 

････第 3弾は、扶養から抜けずに済むための制度です ････ 
【第３弾】 一時的な収入増加にかかる証明書発行 

 事業主が証明書を発行する事で、年収 130万円を超えても扶養 
から外れないよう申告出来る仕組みを作ります。従来から、一時 
的な収入増加は、扶養から外れる必要はありませんが、証明書の 
仕組みにより、安心して働けますね。この証明書は企業が発行す 

 る者になります。きりんＨＰ 
からダウンロードが可能です。 
ＤＬパスワードはMyKomon 
にてお知らせいたします。 

勤 務 先 で 社 保 加 入 

家 族 の 被 扶 養 者 
国 保 
国 年 

106万円

３０時間

130万円

勤 務 先 で 社 保 加 入 

家 族 の 
被 扶 養 者 国保・国年 

勤務先で社保加入 
 

年収１０６万円を超え
週20時間以上を超える

短時間従業員も社会保険 
加入が義務となる企業の
規模は、来年１０月から
５１人以上の企業に拡大
されます 

２０時間

130万円

働く主婦（夫）が扶養を外れ、自ら保険料を払わなければいけなくなる年収は、企業規模で異なります 

３０時間

【従業員 100人未満】 【従業員 100人以上】 

https://www.sr-kirin.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

国交省では、トラックGメンと称し、貨 
物運送事業における荷主・元請事業者の 
監視を強化しています。 
11月、12月は、集中監視月間と位置づけ、一層監視を強化するとの発表がありました。 
大きな変革にはやはり行政の力も重要です。今後の動きに注目して情報をお届けして参ります。 

････････ハラスメント防止法の研修義務にちょうどいい･･･････ 

こちらは、受講して簡単なアンケート形式
のテストに回答してみました。深読みし過
ぎて、なんと 1問間違えましたが受講証明
が発行されました。 

最近の行政機関の無料講座や動画が、充実しています。時間が短いものも多いので、週に 1本程度、従
業員に見てもらうのもいいかもしれません。目についたものをいくつかご紹介します。 

きりん事務所では、縁あって現在、ＷＥＢデザイナースタッフを一人出向受入中です。弊所ＨＰは、半分以上手
作りで、かなり不完全でしたので皆様にもあまりお知らせしてきませんでした。現在、リニューアルして「顧問企業
専用ページ」をご用意しています。皆様からリクエスト頂いた書式など、きりんオリジナルなものをダウンロードで
きる仕組みも準備しておりますので、ご要望等ございましたらご連絡下さい。皆様にご活用頂いております、
MyKomonやセルズクラウドの入り口もご用意しました。きりん通信やお役立ち情報もアップしておりますので、是
非ご活用下さい。 

きりん事務所ホームページリニューアル 

★期間限定になりますが、貴社のホームページの手直し等もお受けしております。お早めにご相談下さい。 

◆フリーレンの名言◆   
人間の寿命は短いってわかっていたのに……なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう… 
 人気アニメ「葬送のフリーレン」の中のセリフですが、妙に胸を突きました。フリーレンという主人公の寿命
は 1000年以上だそうで、「10年なんて一瞬の事」という設定です。人間から見たセミのような感じでしょうか？
そう思ったらなんだか、失敗を恐れたり、メソメソ悔んだりしている時間なんて必要ない。誰かの役に立てたり、
誰かに助けてもらって感謝したり。ただ思い切り生きていれば、成功も失敗も関係ないなって思えてきます。 
きりん事務所の 10年前は、アパートの 1室で一人きり。今では 6人の仲間が増えました。 

確かに、10 年なんて長いようであっという間ですね。10 年前のアパートで、「従業員 6 人」という将来の目標
を事業計画に書いた事を思い出します。今月の名言は、原作作者の山田鐘人さんの名言、となるのでしょうか。 

行政機関の無料講習が充実しています 

････････････････････････2024年問題に向けて、適正取引の見直しは必須です･････････････････････････ 


